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受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申
し上げます。
当ファンドは、投資成果をMirae Asset 
Global Innovative Bluechip Top 10+ 
Index（配当込み、円ベース）の動きに連動
した投資成果をめざしております。当作成期
につきましてもそれに沿った運用を行ないま
した。ここに、運用状況をご報告申し上げま
す。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、
お願い申し上げます。

★当 ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類 追加型投信／海外／株式／インデックス型
信託期間 2024年 8 月 9 日～2050年 8 月 8 日

運用方針

投資成果をMirae Asset Global Innovative 
Bluechip Top 10+ Index（配当込み、円ベー
ス）の動きに連動させることをめざして運用
を行ないます。

主要投資
対 象

わが国の金融商品取引所上場のＥＴＦ（上場
投資信託証券）

株 式
組入制限 無制限

分配方針

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売
買益（評価益を含みます。）等とし、原則とし
て、信託財産の成長に資することを目的に、
配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等
収益が少額の場合には、分配を行なわないこ
とがあります。

一歩先いく
グローバル・イノベーション

企業インデックス

運用報告書（全体版）
第 1期

（決算日　2025年 8 月 8 日）
（作成対象期間　2024年 8 月 9 日～2025年 8 月 8 日）
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一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス

設定以来の運用実績

決 算 期
基 準 価 額

Mirae Asset Global 
Innovative Bluechip Top 10+ 
Index（配当込み、円ベース） 投資信託

受益証券
組入比率

純 資 産
総 額

（分配落） 税　　込
分 配 金

期　　中
騰 落 率 （ベンチマーク） 期　　中

騰 落 率
円 円 ％ ％ ％ 百万円

1期末（2025年 8 月 8 日） 12, 034 0 20. 3 12, 387 23. 9 99. 8 571 
（注 1）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注 2） Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index（配当込み、円ベース）は、Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 

10+ Index（配当込み、米ドルベース）をもとに円換算し、当ファンド設定日を10, 000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
（注 3）海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
（注 4）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

Mirae Asset Global Index Private Limited が提供するインデックスまたはその他の製品もしくはサービスの公表および管理に関
して提供する情報は、証券、金融商品、製品もしくは取引戦略の売買または保証、スポンサーシップもしくは推薦と見なすべきでは
ない。Mirae Asset Global Index は、いかなる状況または側面においても、そのインデックスまたはインデックス値を使用するこ
とから得られる情報または結果の正確性、適時性、完全性または適切性について、明示的にも黙示的にも、主張、予測、保証または
確約を行わない。Mirae Asset Global Index は、インデックスが正しく計算されるよう最善の努力を払う。本インデックスまたは
その中に含まれるデータに関する商品性または特定目的もしくは使用への適合性に関する明示または黙示の保証は一切行わず、また
明示的にすべての保証を否認する。前記事項を制限することなく、Mirae Asset Global Index は、いかなる場合にも、特別損害、
懲罰的損害、間接損害または派生的損害（逸失利益を含む）について、当該損害の可能性について通知されていたとしても、一切責
任を負わないものとする。
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■基準価額・騰落率
設定時：10, 000円
期　末：12, 034円（分配金 0円）
騰落率：20. 3％（分配金込み）
■基準価額の主な変動要因

Global X Japan が運用するグローバル X 革新的優良企業 ETF に投資した結果、米国株式市況
の上昇がプラスに寄与し、当ファンドの基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境につい
て」をご参照ください。

運用経過

基準価額等の推移について 
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基準価額（左軸）　　　　　　分配金再投資基準価額（左軸）
ベンチマーク（左軸）　　　　純資産総額（右軸）

設　定
（2024. 8. 9）

期　末
（2025. 8. 8）

9 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月10月 11月 12月 2025年
1 月

（注）ベンチマークは、設定日を10, 000として指数化したものです。

＊ 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを
示すものです。
＊ 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドも
あります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
＊ベンチマークはMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index（配当込み、円ベース）です。
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一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス

年　　月　　日
基 準 価 額

Mirae Asset Global Innovative 
Bluechip Top 10+ Index
（配当込み、円ベース）

投 資 信 託
受 益 証 券
組 入 比 率

騰　落　率 （ベンチマーク） 騰　落　率
円 ％ ％ ％

（期首）2024年 8 月 9 日 10, 000 ― 10, 000 ― ―
8月末 10, 064 0. 6 10, 349 3. 5 99. 3
9 月末 10, 445 4. 5 10, 874 8. 7 99. 5
10月末 11, 222 12. 2 11, 830 18. 3 99. 4
11月末 10, 930 9. 3 11, 242 12. 4 99. 4
12月末 12, 093 20. 9 12, 443 24. 4 99. 5

2025年 1 月末 11, 853 18. 5 12, 081 20. 8 99. 6
2 月末 11, 032 10. 3 11, 388 13. 9 99. 8
3 月末 9, 935 △ 0. 7 10, 472 4. 7 99. 7
4 月末 9, 599 △ 4. 0 9, 934 △ 0. 7 99. 6
5 月末 10, 644 6. 4 10, 973 9. 7 99. 3
6 月末 11, 538 15. 4 11, 932 19. 3 99. 9
7 月末 12, 471 24. 7 12, 705 27. 0 99. 4

（期末）2025年 8 月 8 日 12, 034 20. 3 12, 387 23. 9 99. 8
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
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投資環境について （2024. 8. 9 ～ 2025. 8. 8）

■米国株式市況
米国株式市況は、上昇基調で推移した後に急落しましたが、その後の急騰で史上最高値を更新し
ました。
米国株式市況は、当作成期首より経済指標の改善などから上昇し、2024年 9 月中旬以降は、

ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）により利下げが行われたことや11月初旬の大統領選挙でトラン
プ氏が勝利したことなどが好感され、上昇基調で推移しました。12月中旬にＦＲＢが0. 25％ポイン
トの利下げを決定した際には、今後の利下げペースの減速が示唆されたことで株価は小幅に下落し
ましたが、2025年 1 月中旬以降は、ＣＰＩ（消費者物価指数）が市場予想を下回ったことや良好な
企業決算などが好感され、株価は再び上昇しました。 2月下旬以降は、経済指標の悪化やトランプ
政権による関税引き上げへの懸念が強まり、大幅に下落しました。 4月 2日に米国の相互関税が発
表されると、事前予想よりも厳しい内容となったことから株価は急落し、当作成期の安値を記録し
ました。しかし、同月 9日に相互関税の上乗せ部分が発動された直後、その大部分の適用が90日間
停止されたことなどが好感され、株価は急反発しました。 5月以降は、米中双方が関税を大幅に引
き下げるなど米国の関税を巡る懸念が後退する中で、ＡＩ（人工知能）関連企業の成長期待が高
まったことなどが相場をけん引し、史上最高値を更新して当作成期末を迎えました。
■為替市況
米ドル為替相場は対円で横ばいとなりました。
米ドル対円為替相場は、当作成期首より、日銀による追加利上げへの警戒感がくすぶったことか
ら、円高基調となりました。2024年 9 月も、米国金利の低下による日米金利差の縮小や自民党総裁
選挙の結果などから、円高基調が継続しました。しかし10月に入ると、米国金利が大きく上昇した
ことで日米金利差の拡大が意識され、円安米ドル高が大きく進行しました。11月に入っても、米国
金利の上昇に連れて円安米ドル高基調となりましたが、米国金利が低下に転じたことや日銀総裁が
利上げを継続する方針を示したことなどから、月半ばに円高に転じました。しかし12月に入ると、
米国金利が上昇したことや、日銀が金融政策決定会合において政策金利を据え置いたことなどか
ら、円安が進行しました。2025年 1 月に入ると、おおむね日米金利差の動きに連れる展開となり、
日銀が 1月内の金融政策決定会合において利上げを行う可能性が高まったことで、円高に転じまし
た。その後も米国の関税政策を発端として市場参加者のリスク回避姿勢が強まったことなどから、
円高基調が継続しました。2025年 5 月は、貿易交渉の進展を背景にリスク選好が強まったことなど
から、月前半に円安が進行しましたが、後半には、国内金利の上昇を受けた金利差縮小の思惑など
から円高圧力が強まり、米ドル円は上昇幅を縮小しました。 6月には、中東情勢の緊迫化などから
米ドル円が上下に振れる局面もありましたが、日銀が追加利上げに対して慎重な姿勢を維持したこ
となどから、日米金利差縮小への期待が後退し、円安が進行しました。 7月も、米国の利下げ期待
が後退したことや、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念が強まったことなどから、円安基調
が継続しました。
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主として、Global X Japan が運用するグローバル X 革新的優良企業 ETF に投資し、投資成果を
ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行いました。
ＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本としました。

ポートフォリオについて （2024. 8. 9 ～ 2025. 8. 8）

当作成期のベンチマークの騰落率は23. 9％、当ファンドの基準価額の騰落率は20. 3％となりまし
た。
投資対象であるＥＴＦ（上場投資信託証券）と指数の動きの不一致や、投資対象であるＥＴＦの終

値と基準価額の不一致、当ファンドの資金の流出入のタイミングと当ファンドが投資対象であるＥＴＦ
を売買するタイミング、当該ＥＴＦが組入証券を売買するタイミングの不一致が、かい離要因となり
ました。その他、当ファンドおよび投資対象であるＥＴＦの運用管理費用、売買委託手数料等の費用
負担がかい離要因としてあげられます。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異について

＊ベンチマークはMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index（配当込み、円ベース）です。

（％）

基準価額
Mirae Asset Global Innovative Bluechip 
Top 10+ Index（配当込み、円ベース）

30. 0
25. 0
20. 0
15. 0
10. 0
5. 0
0. 0

当　期
（2024. 8. 9～2025. 8. 8）

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
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分配金について

主として、Global X Japan が運用するグローバル X 革新的優良企業 ETF に投資し、投資成果を
ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行います。
ＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

今後の運用方針

当作成期は、信託財産の成長に資することを目的に、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。
■分配原資の内訳（ 1万口当り）

項 目
当 期

2024年 8 月 9 日
～2025年 8 月 8 日

当期分配金（税込み） （円） ―
対基準価額比率 （％） ―
当期の収益 （円） ―
当期の収益以外 （円） ―  

翌期繰越分配対象額 （円） 2, 034 
（注 1） 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価

証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」
は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注 2） 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金
（税込み）に合致しない場合があります。

（注 3） 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分
配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

（注 4） 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価
額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお
支払いすることはございません。
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項　　　目
当　期

（2024. 8. 9～2025. 8. 8） 項　　目　　の　　概　　要
金　額 比　率

信 託 報 酬  9円 0. 082％
信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
　　　　　当作成期中の平均基準価額は10, 992円です。

（投 信 会 社）  （4） （0. 033）
投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価
額の計算、法定書面等の作成等の対価

（販 売 会 社）  （4） （0. 033）
販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの
管理、購入後の情報提供等の対価

（受 託 会 社）  （2） （0. 016） 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

売買委託手数料  28   0. 251  
売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益
権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（投資信託受益証券）  （28） （0. 251）

有価証券取引税  ― ―
有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益
権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

そ の 他 費 用  1   0. 005  その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数

（監 査 費 用）  （1） （0. 005） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

合　　　　 計  37   0. 339  

（注 1）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便
法により算出した結果です。

（注 2）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注 3）各比率は 1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3位未満を四捨五

入してあります。
（注 4）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払っ

た金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、
各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「 1万
口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

1万口当りの費用の明細
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総経費率
0. 61％

運用管理費用
（投信会社）
0. 03％

運用管理費用
（販売会社）
0. 03％ 運用管理費用

（受託会社）
0. 02％

その他費用
0. 01％

運用管理費用
0. 41％

運用管理費用以外
0. 12％

当ファンド
 0. 09％

投資先　
ファンド
  0. 53％

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（ 1口当り）
を乗じた数で除した総経費率（年率）は0. 61％です。

参考情報
■総経費率

総経費率　（　①　＋　②　＋　③　） 0. 61％
①当ファンドの費用の比率 0. 09％
②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0. 41％
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 0. 12％

（注 1）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注 2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注 3）投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。
（注 4）各比率は、年率換算した値です。
（注 5）①の費用は、 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注 6）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注 7）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注 8）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。
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一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス

  ■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約およ
び保有状況

設定時保有額 当作成期中
設定額

当作成期中
解約額

当作成期末
保有額 取引の理由

百万円 百万円 百万円 百万円

10 ― 10 ― 当初設定時におけ
る取得とその処分

（注 1）金額は元本ベース。
（注 2）単位未満は切捨て。

 ■売買および取引の状況
投資信託受益証券

（2024年 8 月 9 日から2025年 8 月 8 日まで）

銘　　　　　　　　柄 買　　　　　　付 売　　　　　　付
口　　　数 金　　　額 口　　　数 金　　　額

国 

内
千口 千円 千口 千円

ＧＸ革新優良企業 691. 9 760, 475 230. 4 268, 408 

（注 1）金額は受渡し代金。
（注 2）金額の単位未満は切捨て。

 ■利害関係人との取引状況等
 （1） 当作成期中の利害関係人との取引状況
当作成期中における利害関係人との取引はありません。

（2）利害関係人の発行する有価証券等
（2024年 8 月 9 日から2025年 8 月 8 日まで）

種　　類 当 期
買　付　額 売　付　額 作成期末保有額

百万円 百万円 百万円
投資信託受益証券 760 268 569 
（注 1）金額は受渡し代金。
（注 2）単位未満は切捨て。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第 1項に規定される
利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、Global 
X Japan 株式会社です。

 ■組入資産明細表
 国内投資信託受益証券

銘　　　　　柄 当　　　期　　　末
口　　　数 評　価　額

千口 千円
ＧＸ革新優良企業 461. 5 569, 952 

合 計
口 数 、 金 額 461. 5 569, 952 
銘 柄 数 ＜ 比 率＞ 1 銘柄 ＜99. 8％＞ 

（注 1）合計欄の＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注 2） 評価額の単位未満は切捨て。

 ■投資信託財産の構成
2025年 8 月 8 日現在

項　　　　　目 当　　　期　　　末
評　価　額 比　　 率

千円 ％
投資信託受益証券 569, 952 99. 0 
コール・ローン等、その他 5, 612 1. 0 
投資信託財産総額 575, 564 100. 0 
（注）評価額の単位未満は切捨て。
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 ■損益の状況
当期  自 2024年 8 月 9 日  至 2025年 8 月 8 日

項　　　　　目 当　　　　期
（Ａ）配当等収益 1, 129, 431円

受取配当金 1, 111, 884  
受取利息 17, 547  

（Ｂ）有価証券売買損益 50, 349, 582  
売買益 84, 734, 260  
売買損 △  34, 384, 678  

（Ｃ）信託報酬等 △  421, 273  
（Ｄ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 51, 057, 740  
（Ｅ）追加信託差損益金 45, 494, 021  

（配当等相当額） （ 1, 178, 250）
（売買損益相当額） （ 44, 315, 771）

（Ｆ）合計（Ｄ＋Ｅ） 96, 551, 761  
次期繰越損益金（Ｆ） 96, 551, 761  
追加信託差損益金 45, 494, 021  
（配当等相当額） （ 1, 178, 250）
（売買損益相当額） （ 44, 315, 771）
分配準備積立金 51, 057, 740  

（注 1） 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しておりま
す。

（注 2） 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

（注 3） 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照
ください。

■収益分配金の計算過程（総額）
項　　　　目 当　　　期

（ａ）経費控除後の配当等収益 1, 120, 205円
（ｂ）経費控除後の有価証券売買等損益 49, 937, 535　
（ｃ）収益調整金 45, 494, 021　
（ｄ）分配準備積立金  0　
（ｅ）当期分配対象額（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ） 96, 551, 761　
（ｆ）分配金  0　
（ｇ）翌期繰越分配対象額（ｅ－ｆ） 96, 551, 761　
（ｈ）受益権総口数 474, 655, 685口

 ■資産、負債、元本および基準価額の状況
2025年 8 月 8 日現在

項　　　　　目 当　　期　　末
（Ａ）資産 575, 564, 724円

コール・ローン等 4, 745, 479  
投資信託受益証券（評価額） 569, 952, 500  
未収入金 866, 745  

（Ｂ）負債 4, 357, 278  
未払解約金 4, 119, 760  
未払信託報酬 222, 598  
その他未払費用 14, 920  

（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 571, 207, 446  
元本 474, 655, 685  
次期繰越損益金 96, 551, 761  

（Ｄ）受益権総口数 474, 655, 685口
1 万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 12, 034円

＊ 期首における元本額は10, 000, 000円、当作成期間中における追加設定元本額は
1, 065, 325, 284円、同解約元本額は600, 669, 599円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は12, 034円です。
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《お知らせ》
■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について
　 　2025年 4 月 1 日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告
書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

　＜変更前＞
　　（運用報告書に記載すべき事項の提供）
　　① 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第 1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき

事項を電磁的方法により提供します。
　　②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。
　＜変更後＞
　　（運用状況にかかる情報の提供）
　　①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第 1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
　　② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求が

あった場合には、当該方法により行なうものとします。

　

　 　2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則として
いた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による
地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電
磁的方法での情報提供を進めてまいります。
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